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◆労働者の募集広告には、募集主の氏名等の 

表示が必要 

 職業安定法では、インターネットやＸ等のＳＮＳを含

む広告等により、労働者の募集に関する情報等を提供す

るときは、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をし

てはならないこととされています（第５条の４）。 

 昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる

事案（闇バイト）が見られ、その中には、通常の労働者

募集と誤解を生じさせるような広告等も見受けられるこ

とから、厚生労働省は、ＳＮＳ等を通じて直接労働者を

募集する際には、①募集主の氏名（または名称）、②住

所、③連絡先（電話番号等）、④業務内容、⑤就業場

所、⑥賃金の６情報は必ず表示するよう、事業者に呼び

かけています。 

○「住所（所在地）」はどこまで記載すればよいか？ 

→ビル名、階数、部屋番号まで記載する必要がありま

す。 

○「連絡先」として何を記載すればよいか？ 

→電話番号、メールアドレスまたは、自社ウェブサイト

上に備え付けられた専用の問合せフォームへのリンクの

いずれかを記載する必要があります。 

○氏名等の情報自体を記載せず、氏名等の情報が記載

されている会社ウェブサイトの募集要項等のリンクを記

載することでも問題ないか？ 

→会社ウェブサイトの募集要項等のリンクのみでは、そ

もそも求人であるかどうかも含め、誤解を招く可能性が

あるため、募集情報を提供する広告等自体に上記６情報

を記載する必要があります。 

○業務内容、就業場所および賃金については、職業安

定法第５条の３や労働基準法第 15 条で求められるのと

同じように詳細を記載する必要があるか？ 

→必ずしも同じである必要はないが、求職者が誤解を 

生じないよう、業務内容や就業場所、賃金について 

 

 

 

記載する必要があるとしています。例えば、就業場所に

ついて、「就業場所の変更の範囲」は記載せず「雇入れ

直後の就業場所」のみを示す形や、複数の候補を示し、

「応相談」とする形、賃金について、「時給 1,500 円

～」とする形でも、記載があれば、直ちに職業安定法第

５条の４違反とはならないと考えられるとしています。 

◆65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況と 

厚生労働省は、従業員 21 人以上の企業 237,052 社

からの報告に基づき、高年齢者等の雇用の安定等に関す

る法律で義務付けられている「高年齢者の雇用等に関す

る措置」について、令和６年６月１日時点での企業にお

ける実施状況等を取りまとめ、公表しています。 

それによれば、65 歳までの高年齢者雇用確保措置に

ついて「継続雇用制度の導入」により実施している企業

が 67.4％［前年比 1.8 ポイント減少］、「定年の引上

げ」により実施している企業は 28.7％［同 1.8 ポイン

ト増加］となっています。 

◆70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況と定

年制の状況 

また、70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの

企業は 31.9％［同 2.2 ポイント増加］となっており

（中小企業では 32.4％［同 2.1 ポイント増加］、大企

業では 25.5％［同 2.7 ポイント増加］）、65 歳以上

定年企業（定年制の廃止企業を含む）は 32.6％［同

1.8 ポイント増加］となっています。 

就業確保措置を実施済みの企業について措置内容別に見

ると、定年制の廃止は 3.9％［変動なし］、定年の引上

げは 2.4％［同 0.1 ポイント増加］、継続雇用制度の導

入は 25.6％［同 2.1 ポイント増加］、創業支援等措置

の導入は 0.1％［変動なし］となっています。 

高齢者の雇用、活用は人材確保の面からも今後さらに

重要なテーマになっていくことでしょう。 

み く に 便 り 
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立春も過ぎましたが寒い日が続きます。 

４月には育児介護休業法・雇用保険法の改正があり、その後も在職年金を含む年金

制度改正も予定されております。今後のみくに便りをご確認下さい。 

当社ＨＰでは新聞掲載コ

ラム（バックナンバー）

や各種セミナーのご案内

を随時発信しています。 

 
SNS 等に労働者の募集に関する情報を 

載せる際の注意点 

高年齢者の雇用状況 
厚生労働省「令和 6 年 高齢者雇用状況等報告」より 

http://www.e-392.com/

